
31

連

携

精神科病院・
関連施設内 地域生活

精神障害者の地域生活
に必要な事業（例示）

精神科病院

福祉施設

福祉ホームＢ型
地域移行型ホーム

等

病院・施設から退院・
地域移行する個人への支援 住まいの場

・グループホーム・ケアホーム

等

日中活動の場
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援・就労継続支援

・地域活動支援センター等

・相談支援事業
・居住サポート事業
・ピアサポート 等

・訪問看護

・精神科病院等における利用対象者に対する退
院への啓発活動

地域移行推進員
（自立支援員）

・退院に向けた個別の支援計画の作成

・院外活動に係る同行支援 等

※ 必要に応じピアサポートなどを活用

連携

退院促進・地域定着に必要な体制整備の総合調整
・病院・施設への働きかけ
・必要な事業・資源の点検・開発に関する助言、指導
・複数圏域にまたがる課題の解決に関する助言 等

地域体制整備コーディネーター

働きかけ 働きかけ

連携

（主
と
し
て
市
町
村
が
整
備
す
る
こ
と
を
想
定
）

その他活用可能な社会資源

地域自立支援協議会

精神障害者地域移行支援特別対策事業（新規）（17億円）

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地域生活支援を行う地域移行推進員を配置するとともに、地域生活に必要な
体制整備を促進する地域体制整備コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に推進する。

事業の概要
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障害者自立支援法の目指すもの
（ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）（抄））

（目的）

第一条 この法律は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する
法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した
日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る
給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、
障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの
できる地域社会の実現に寄与できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

○ 障害者自立支援法は、ノーマライゼーションの理念に基づき、
障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを目指し、平成１８年４月に施行された。

○ 共生社会の実現をより確かなものとするためには、
子どもの頃から、障害の有無にかかわらず、共に遊び・学び・暮らす環境を整備
していくことが重要。

障害者の地域生活を支援するため、複数のサービスを適切に結びつけて調整
するとともに、社会資源の改善及び開発を行う相談支援事業の充実が不可欠で
あり、その中核的役割をなす自立支援協議会を強化する必要がある。
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障害者の地域生活移行とは

２４時間完結型

夜間（居住）
日中活動
相談支援

入所施設

移行

地域で暮らす ＝２４時間を地域の社会資源で支える

夜間（居住）

居 宅
グループホーム

ケアホーム
アパート・公営住宅

等

日中活動

通所施設
地域活動支援ｾﾝﾀｰ

一般就労
等

その他

居宅支援ｻｰﾋﾞｽ
余暇支援

等

相談支援事業がコーディネート

※障害者ケアマネジメントの役割
障害者の地域生活を支援するために、個々の障害者の幅広いニーズと様々な地域の社会資

源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図るとともに、総合的かつ継続的
なサービス供給を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進すること。

そして、それを具体的に行うのが、相談支援事業であり、その中核的役割をなすのが地域自立

支援協議会の使命である。
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障害者相談支援事業のイメージ

・認定調査の実施
・サービス利用意向の聴取

地域自立支援協議会の運営

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援・学校

相談支援事業者

地域自立支援協議会

福祉サービス利用援助

自立支援協議会を市町村が
設置し、中立・公正な事業運
営の評価を行う他、権利擁
護等の分野別サブ協議会等
を設置運営する。

（市町村単位・圏域単位）

障害程度区分にかかる認定調査
の委託の場合

相談支援専門員

・委託相談支援事業の運営評価
・中立公平性の確保
・困難事例への対応協議調整
・ネットワーク構築
・地域資源の開発改善
・人材活用（専門的職員・アドバイザー）

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

社会資源の活用支援

社会生活力を高めるための支援

権利擁護のための必要な事業

ピアカウンセリング

専門機関の紹介

権利擁護
就労支援

地域移行 等

サブ協議会

・サービス利用計画作成・ﾌｫﾛｰ支援
・利用者負担額の上限管理

サービス利用計画作成・フォロー
の場合

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議

利用者

異分野多職種協働

総合的な相談支援

地域生活支援事業

障害者相談
支援事業
（交付税）

住宅入居等
支援事業

(居住ｻﾎﾟｰﾄ

事業）

成年後見制
度利用支援

事業

市町村相談
支援機能強

化事業

障害者相談員

民生委員
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相 談 支 援 事 業 の 現 状 及 び 課 題 に つ い て

現 状 課 題

・相談支援体制が不十分
（障害者等に情報が周知されていない）

※市町村相談支援機能強化事業の実施率：35％

・説明会の開催や自宅訪問などによる
きめ細やかな相談支援の実施

・相談支援マニュアルの作成

相
談
支
援
体
制

・未設置市町村が多い（未設置市町村：５０％）

・運営方法がイメージしにくいとの声が
あり、運営の形骸化が懸念

・地域自立支援協議会の法令上の位置
づけの明確化

・地域自立支援協議会設置・運営マニュ
アルの作成

自
立
支
援
協
議
会

・理解不足、対象者限定などにより、
サービス利用計画作成費の活用が不
十分

・サービス利用計画作成費の支給対象者
の明確化・拡大

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費

・虐待防止、権利侵害防止の支援体制が
不十分

※成年後見制度利用支援事業の実施率：28％

・虐待防止、権利侵害防止のための制
度的な整備

権
利
擁
護

※ 実施率等の数字は、H19年4月1日現在（自立支援協議会は、Ｈ１9年12月1日現在）


